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職場の健康診断で、働く人の約６割に黄色信号！！ 

～ 脳・心臓疾患に関係する項目が全国平均を大幅に上回る ～ 

 

 山形労働局（局長 森田
も り た

啓司
ひ ろ し

）は、常時５０人以上の労働者を使用する事業者から提出

のあった健康診断結果報告書について、このほど、平成２６年の状況を取りまとめたので

公表する。 

 

１ 山形県内における職場の健康診断結果のポイント 

（１）定期健康診断において、何らかの異常の所見があるとされた労働者の割合は、６０．

１％（全国平均５３．２％）と、前年と同割合で、全国で４番目の高さとなっている。

ここ１０年間を見ると所見があった労働者の割合は６０％前後で横ばいにあり減少に

は至っていない。（資料№1・資料№3） 

（２）検査項目ごとに異常所見があると診断された労働者の割合をみると、血中脂質検査

が３８．８％と最も高く、次いで、血圧、肝機能、心電図検査の順となっており、脳・

心臓疾患に関係する主な検査項目（血中脂質、血圧、血糖、心電図）は、それぞれ全

国平均を大幅に上回っている。（資料№1） 

（３）主要業種別に異常の所見があると診断された労働者の割合をみると、建設業が７２．

３％と最も高く、以下、運輸交通業６５．８％、 製造業６１．３％となっており、い

ずれも全国平均を上回っている。 

   一方、商業が主要業種の中で最も低い５１．６％で、同業種の全国平均（５４．１％）

を下回っている。（資料№2） 

（４）山形労働局では、労働者に対する健康診断は事業主の責務であることから、全国労

働衛生週間準備期間である毎年９月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け健

康診断の確実な実施と「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」

に基づく健康診断実施後の措置を徹底するよう指導を行うこととしている。（資料№4） 

   また、事業者、産業保健スタッフのために、健康診断の事後措置を含む、労働者の

からだと心の健康管理等の総合的な支援を行っている「産業保健総合支援センター」

（資料№5）の利用を呼びかけている。 

    

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 
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健康診断実施結果状況（検査項目別　有所見率（％））【H17-H26】
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平成17年 3.6 8.2 0.7 3.2 4.0 14.3 10.9 20.0 38.3 8.0 3.1 2.5 13.0 57.2

平成18年 3.4 7.9 0.5 3.1 1.3 19.9 11.0 20.0 39.2 7.8 2.7 2.8 12.1 59.3

平成19年 3.6 8.0 0.5 3.3 3.5 19.9 11.0 20.0 39.4 8.3 2.7 3.0 12.1 60.0

平成20年 3.6 7.6 0.3 3.3 2.8 19.1 10.8 20.5 41.4 10.7 2.5 3.0 12.3 60.6

平成21年 3.4 7.6 0.8 3.3 0.6 18.2 10.2 19.8 38.9 10.5 2.5 2.9 13.5 59.7

平成22年 3.2 7.2 0.3 3.4 1.3 18.0 10.7 19.3 37.1 11.5 2.4 3.1 14.0 59.7

平成23年 3.3 7.2 0.4 3.3 1.9 16.9 10.2 19.2 36.9 10.9 2.6 3.0 14.5 59.6

平成24年 3.1 7.4 0.3 3.3 0.2 17.3 10.2 18.9 38.3 11.0 2.6 2.9 14.0 59.5

平成25年 3.4 7.0 0.2 3.4 1.6 17.5 11.4 18.5 38.3 11.4 4.3 2.9 15.1 60.1

平成26年【山形県】 3.1 6.8 0.6 3.4 0.3 19.3 11.3 17.9 38.8 13.2 2.5 2.9 14.6 60.1

平成26年【全国】 3.6 7.5 0.5 4.2 1.9 15.1 7.4 14.6 32.7 10.4 2.5 4.2 9.7 53.2

資料 №１

項目 

年 



資料 №２

主要業種別の有所見者の推移（％）【H22-H26】

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成26年【全国】

食料品製造 66.2 62.9 65.1 64.9 63.9 54.5

衣服繊維 60.5 63.5 64.0 61.9 60.7 55.4

化 学 工 業 61.7 61.8 59.6 58.6 58.7 51.4

窯 業 土 石 62.0 60.7 61.9 66.4 65.2 57.1

金 属 製 品 58.4 56.0 56.1 59.6 60.0 54.9

電 気 機 械 57.7 57.8 56.9 58.6 60.6 50.8

59.9 59.6 59.3 60.8 61.3 51.9

68.2 69.6 68.6 73.5 72.3 62.6

63.2 65.5 66.8 66.7 65.8 61.0

50.8 51.9 51.0 50.4 51.6 54.1

58.5 58.6 60.2 58.9 58.7 48.0

59.7 59.6 59.5 60.1 60.1 53.2全産業

保健衛生業

商業

運輸交通業

建設業

製造業

業 種 
年 



資料　№３

人  数 有所見率(%)

01 北 海 道 4,494 （1180） 442,865 257,577 58.2

02 青 森 1,206 （479） 123,280 73,222 59.4

03 岩 手 1,303 （500） 125,085 74,004 59.2

04 宮 城 2,174 （644） 229,319 130,056 56.7

05 秋 田 883 （342） 86,425 55,037 63.7 2

06 山 形 1,184 （417） 124,167 74,627 60.1 4

07 福 島 1,781 （625） 180,106 96,322 53.5

08 茨 城 2,463 （794） 280,822 153,230 54.6

09 栃 木 1,929 （588） 231,325 127,993 55.3

10 群 馬 1,697 （566） 194,925 104,762 53.7

11 埼 玉 4,754 （1311） 503,366 277,659 55.2

12 千 葉 3,960 （1171） 440,810 220,363 50.0 44

13 東 京 14,946 （3114） 2,276,872 1,186,623 52.1

14 神 奈 川 6,963 （2177） 887,493 473,819 53.4

15 新 潟 2,399 （1007） 248,976 130,349 52.4

16 富 山 1,334 （461） 142,128 79,848 56.2

17 石 川 1,176 （381） 123,480 64,450 52.2

18 福 井 920 （440） 87,701 55,163 62.9 3

19 山 梨 736 （209） 76,509 41,541 54.3

20 長 野 2,087 （642） 207,330 115,442 55.7

21 岐 阜 1,898 （607） 188,664 95,939 50.9

22 静 岡 3,668 （1201） 422,345 218,119 51.6

23 愛 知 8,114 （2488） 1,070,962 539,247 50.4 43

24 三 重 1,415 （603） 179,143 89,338 49.9 46

25 滋 賀 1,266 （426） 152,401 76,780 50.4

26 京 都 2,302 （761） 262,949 133,952 50.9

27 大 阪 8,773 （2376） 1,060,654 549,830 51.8

28 兵 庫 5,049 （1685） 547,526 289,612 52.9

29 奈 良 871 （268） 87,239 46,961 53.8

30 和 歌 山 739 （218） 73,737 40,358 54.7

31 鳥 取 577 （250） 55,463 27,411 49.4 47

32 島 根 578 （220） 59,196 33,326 56.3

33 岡 山 1,841 （763） 179,643 94,216 52.5

34 広 島 2,912 （1143） 304,502 164,931 54.2

35 山 口 1,210 （519） 143,274 75,044 52.4

36 徳 島 583 （180） 67,312 37,110 55.1

37 香 川 932 （317） 98,008 51,420 52.5

38 愛 媛 1,254 （388） 125,183 62,531 50.0 45

39 高 知 586 （189） 59,661 35,547 59.6 5

40 福 岡 4,432 （1538） 508,560 269,459 53.0

41 佐 賀 869 （253） 91,600 50,409 55.0

42 長 崎 1,153 （440） 133,600 74,310 55.6

43 熊 本 1,409 （516） 154,491 85,873 55.6

44 大 分 1,015 （390） 115,012 59,682 51.9

45 宮 崎 899 （268） 91,618 47,533 51.9

46 鹿 児 島 1,235 （384） 137,295 72,617 52.9

47 沖 縄 1,013 （356） 109,864 70,138 63.8 1

合       計 114,982 （35795） 13,492,886 7,183,780 53.2

資料：定期健康診断結果調
（注） １　「健康診断実施事業場数」欄は健診実施延事業場数である。

２　（　　　）内は年２回以上健診を実施した事業場数で内数である。
３ 備考欄の数字は、有所見率の高い順に１位から５位及び４３位から４７位である。

備考

平成26年定期健康診断実施結果（都道府県別）

都　道　府　県 健診実施事業場数 受診者数
所見のあった者



労働安全衛生法に基づく
健康診断実施後の措置について
労働安全衛生法に基づく

健康診断実施後の措置について

● 健康診断実施後の措置

suzukiys
スタンプ



● 健康診断の実施とその後の手順等

● 健康診断の種類



参 照 条 文



　このリーフレットに関する御質問につきましては、最寄りの都道府県労働局又は
労働基準監督署にお問い合わせください。 （2010.02）



事業者、産業保健スタッフの皆さまへ

平成26年４月から、産業保健を支援する３つの事業（地域産業保健事業、産業保健
推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業）を一元化して、「産業保健活動
総合支援事業」として、事業場の産業保健活動を総合的に支援します。

産業保健活動総合支援事業のご案内
平成26年４月から新しい支援体制がスタート

［これまでの３事業の体制］

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

詳細は、独立行政法人 労働者健康福祉機構、または産業保健総合支援センターに
お問い合わせください。

独立行政法人 労働者健康福祉機構ホームページ
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

地域産業保健センター

労働者数50人未満の事業場の
事業者や労働者を対象に産業
保健サービスを提供

産業保健推進センター
（連絡事務所）

産業保健スタッフなどを対象
に、相談、研修、情報提供な
どの支援を実施

メンタルヘルス対策
支援センター

産業保健スタッフや事業主を対
象に職場のメンタルヘルス対策
を支援

産業保健活動総合支援事業

独立行政法人 労働者健康福祉機構が実施主体となり、地域の医師会などの協力
のもと事業を運営します。

労働者のからだと心の一体的な健康管理や作業環境管理、作業管理などを含め
た総合的な労働衛生管理の進め方についての相談などを一元的に受付けるなど、
企業内での産業保健活動への総合的な支援を実現します。

事業の利用は、都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」または
「地域窓口」にご相談ください。

産業保健総合支援センター
［都道府県ごとに設置］

事業全体を統括。
事業者・産業保健スタッフなどを支援

地域窓口
（地域産業保健センター）
［おおむね監督署管轄区域に設置］

主に、労働者数50人未満の事業場を支援

［平成26年４月からの新体制］

suzukiys
スタンプ



産業保健活動総合支援事業のサービス内容

労働者数50人未満の事業場を対象に、相談などへの対応を行います。

相談対応
・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談
・健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導

個別訪問指導（医師などによる職場巡視など）

産業保健に関する情報提供

※ 労働者数50人以上の事業場についても、産業保健総合支援センターのサービス利用の相談など
を受け付けます。

地域窓口（地域産業保健センター）

産業保健に関する全体的な情報提供

メンタルヘルス相談機関などの情報の登録

事業者や産業保健スタッフなどを対象に、専門的な相談への対応や

研修などを行います。

産業保健関係者からの専門的な相談への対応

産業保健スタッフへの研修

メンタルヘルス対策の普及促進のための個別訪問支援

管理監督者向けメンタルヘルス教育

事業者・労働者に対する啓発セミナー

産業保健に関する情報提供

（平成26年3月)

産業保健総合支援センター

労働者健康福祉機構（本部）
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